
「人にも地球にもやさしいあきた」を目指し、再生可能エネル
ギーの利用促進による地球温暖化の防止および市民の環境意識
の高揚を図るため、太陽光発電の設置費の一部を補助します

補助対象者

□自ら居住する市内の住宅に太陽光発電システムを設置する方、または建売住宅供給者等から自ら
居住する市内の太陽光発電システム付き住宅を購入する方

□新規品であり、補助金交付申請時点で未使用のもの

補 助 額

補助要件

□最大出力１キロワット当たり３万円（千円未満の端数は切捨）、上限額は１２万円

受付窓口・受付期間等

□補助金交付申請等の受付窓口は、特定非営利活動法人 環境あきた県民フォーラム
（県補助と同じ窓口）です

□補助金交付申請の受付期間は、平成２３年６月１３日から平成２４年１月２０日まで
平日（祝日を除く月～金曜日） 午前９時３０分～午後５時

ただし、予算の範囲内での補助ですので、予算を超過した場合は受付を停止します
□申請書類等は、原則２部作成し、受付窓口に直接お持ちください。
□平成２３年度の国の補助を受けて、６月末まで工事完了している場合は、平成２３年９月３０日
まで申請ができます。(期日厳守) （裏面もご覧ください）

※秋田市住宅リフォーム支援事業と併用も出来ます。くわしくは、住宅整備課０１８－８６６－２１３４まで

□市税の滞納がない方

□電力会社と電灯契約および余剰電力の販売契約を締結できる方

□市内に設置され、補助金の交付申請する方が自ら使用するもの

□この事業による平成２３年度の補助金交付を受けていない方が設置するもの

□平成２４年１月３１日までに電力会社と電力の受給を開始できるもの

□太陽電池の最大出力（キロワット表示とし小数点以下第２位未満切捨）が１０キロワット未満のもの

□平成２３年度における国の住宅用太陽光発電導入支援対策費補助金の交付を受ける方



※申請書等は申請窓口に直接お持ちください。

申請者 ＮＰＯ法人 市

国の補助申込受理決定後

実績報告書(様式３)の提出
【添付書類】
国の補助金交付決定通知書(写し)
国に提出した完了報告書(写し)ほか

提出締切：工事完了日から３ヶ月以内
か平成２４年２月１７日の早い日

請求書(様式５)の提出

口 座 振 込

一次審査 二次審査

チェック チェック

一次審査 二次審査

交付申請書(様式１)の提出
【添付書類】
国の補助金申込受理決定通知書(写し)
住民票・納税証明書 ほか

受付締切：平成２４年１月２０日

交付決定通知書

国の補助金交付決定後


